
 

九戸村告示第 22号 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第６条第１項の規定

に基づき、一般廃棄物処理実施計画を次のように定め、令和６年４月１日から施行する。 

 

令和６年４月１日 

 

九戸村長 晴 山 裕 康  
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九九  戸戸  村村  

一一般般廃廃棄棄物物処処理理基基本本計計画画  
 

令和６年４月 
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一般廃棄物処理実施計画 

 

１ 計画の区域、期間、一般廃棄物の排出量等 

(1) 計画区域 

  村内全域を計画区域とする。 

 

(2) 計画期間 

  本計画期間は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとする。 

 

(3) 計画人口 

  計画人口は、住民登録基本台帳人口とする。 

  令和６年４月１日現在５，１８６人 

  

(4) 一般廃棄物の排出量 

一般廃棄物の種類 令和５年度実績 令和６年度見込 

可 燃 ご み 

家庭系 

事業系 

８３１ｔ 

１５８ｔ 

８５５ｔ 

１５５ｔ 

計 ９８９ｔ １，０１０ｔ 

不 燃 ご み 

家庭系 

事業系 

４６ｔ 

０ｔ 

４５ｔ 

０ｔ 

計 ４６ｔ ４５ｔ 

資 源 ご み 

家庭系 

事業系 

１４２ｔ 

２ｔ 

１４０ｔ 

３ｔ 

計 １４４ｔ １４３ｔ 

粗 大 ご み 

家庭系 

事業系 

８３ｔ 

０ｔ 

９０ｔ 

０ｔ 

計 ８３ｔ ９０ｔ 

し 尿 ・ 汚 泥 

し尿 

浄化槽汚泥等 

１，６４１ｋｌ 

６２６ｋｌ 

１，６４０ｋｌ 

６２５ｋｌ 

計 ２，２６７ｋｌ ２，２６５ｋｌ 
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２ 一般廃棄物の処理主体及び処理方法 

(1) 各家庭から排出される一般廃棄物 

一般廃棄物

の 種 類 

収集・運搬 

主体 

中間処理 最終処分 

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法 

可 燃 ご み 村（委託） 

排出者 

二戸地区広域 

行政事務組合 

焼却 二戸地区広域 

行政事務組合 

埋立 

不 燃 ご み 

破砕 

（磁性物は回収し資

源として売却） 

資 源 ご み 資源化   

粗 大 ご み 

焼却 

破砕 

資源化 

二戸地区広域 

行政事務組合 

埋立 

し    尿 
二戸地区広域行政

事務組合(委託) 

高負荷脱窒

素処理・焼却 

浄化槽汚泥 
二戸地区広域行政

事務組合（許可） 

 

(2) 事業活動に伴って排出される一般廃棄物 

一般廃棄物

の 種 類 

収集・運搬 

主   体 

中間処理 最終処分 

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法 

可 燃 ご み 
許可業者 

排出者 

二戸地区広域 

行政事務組合 
焼却 

二戸地区広域 

行政事務組合 
埋立 

許可業者 
焼却、 

資源化等 
許可業者 埋立 

不 燃 ご み 

 

二戸地区広域 

行政事務組合 

破砕 

（磁性物は回収し資

源として売却） 

二戸地区広域 

行政事務組合 
埋立 

資 源 ご み 資源化   

粗 大 ご み 

破砕、焼却 

（磁性物は回収し資

源として売却） 

二戸地区広域 

行政事務組合 
埋立 

事業活動によって排出されるごみは自らの責任で適正に処理することが原則である。 

排出者はごみの減量化及び的確に分別･資源化に努めることが必要である。自らが処理できな

い場合には村で許可した一般廃棄物収集運搬業者に委託し、処理するものとする。 
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３ 一般廃棄物の処理実施計画 

(1) ごみ処理実施計画 

 ア 排出抑制･再資源化計画 

  ①排出抑制の方法 

ａ 村ホームページ、広報、回覧文書等による分別の徹底とごみ減量化の啓発。 

ｂ 小売店や商工会の商業団体等と連携しマイバックの持参運動の啓発。 

ｃ 家庭や地域におけるごみ減量化の実践活動の促進。 

 

  ②再資源化の方法及び量 

  ａ 資源物の回収量（令和５年度見込） 

区  分 内  容 再資源化見込量(t) 

分別収集 
ごみ収集所に出された資源物を収集し

再資源化を図る。 
１０４ｔ 

 

  ｂ 資源ごみの種類 

区分 
分別収集 

令和５年度実績 令和６年度見込 

金属類 

(空き缶) 
３６ｔ ４０ｔ 

びん類 

（３色） 
３６ｔ ３８ｔ 

紙 類 １２ｔ １５ｔ 

ＰＥＴ 

ボトル 
１８ｔ ２０ｔ 

白色トレイ・ 

発泡スチロール 
１ｔ １ｔ 

牛乳 

パック 
１ｔ １ｔ 
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 イ 収集・運搬計画 

  収集・運搬する廃棄物の量 

  一般廃棄物の区分 令和５年度実績 令和６年度見込 

可燃ごみ（家庭系） ８３１ｔ ８５５ｔ 

不燃ごみ（家庭系） ４６ｔ ４５ｔ 

資源ごみ（家庭系） １４２ｔ １４０ｔ 

小型粗大ごみ（家庭系） ８３ｔ ９０ｔ 

   

  収集･運搬方式  

項  目 
収集運搬方式 

収集回数 収集形態 収集方法 

可 燃 ご み 週１回 委託 拠点回収 

不 燃 ご み 月１回 

資 源 ご み 

４分類 10 分別 

■可燃資源ごみ 

月１回 

■不燃資源ごみ 

月２回 

粗 大 ご み 月１回 

 

 ウ 中間処理計画 

  ①中間処理施設の概要 

名  称  二戸地区広域行政事務組合 二戸地区クリーンセンター 

所 在 地  二戸市石切所字二枚平１９－１ 

処 理 方 式 

及    び 

処 理 能 力 

 ■ごみ焼却施設 

 焼却能力 ９０ｔ／日(４５ｔ／２４ｈ×２基) 

 炉形式 准連続燃焼式焼却炉（流動床式） 

 ■粗大ごみ処理施設 

 破砕能力 ３０ｔ／日（３０ｔ／５ｈ×１基） 

 破砕機・金属圧縮機・磁選機・手選別コンベア 

 

  ②一般廃棄物処分許可業者の処理施設の概要 

名  称  いわて県北クリーン株式会社 いわて第２クリーンセンター 

所 在 地  九戸郡九戸村大字江刺家第 20 地割 48-34 

処理対象物  別に定める事業系一般廃棄物（可燃ごみ） 

施設の種類  焼却施設（ロータリーキルン＋ストーカ炉） 

処 理 能 力  80ｔ／24H 

処 理 方 法  焼却（焼却灰：埋立、スラグ化、セメント原料化等） 
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エ 処理量及び処理残渣の量（令和６年度見込み）                        (ｔ) 

 廃棄物の量 焼却処理 資源化 処理残渣 

可燃ごみ 家庭系 

事業系 

８５５ 

１５５ 

７６５ 

１２０ 

０ 

０ 

９０ 

３５ 

不燃ごみ 家庭系 

事業系 

４５ 

０ 

８ 

０ 

８ 

０ 

２７ 

０ 

資源ごみ 家庭系 

事業系 

１４０ 

３ 

０ 

０ 

１４０ 

３ 

０ 

０ 

粗大ごみ 家庭系 

事業系 

９０ 

０ 

２０ 

０ 

２０ 

０ 

５０ 

０ 

 

オ 最終処分計画（埋立処分） 

 ａ 粗大破砕物など 

項 目 内  容 

名 称 二戸地区広域行政事務組合 二戸地区不燃物処理場 

所 在 地 二戸市仁左平字清水向４５－１ 

面 積 １３，９５３㎡ 

埋 立 容 積 ９８，０００㎥ 

埋 立 開 始 昭和４９年～ 

主 要 施 設 門扉、フェンス 

    

 ｂ 焼却灰など 

項 目 内  容 

名 称 二戸市不燃物埋立地 

所 在 地 二戸市福岡字大萩野２３８－７ 

面 積 １９１，３９９㎡ 

埋 立 容 積 １３１，５３０㎥ 

埋 立 開 始 昭和５５年～ 

主 要 施 設 水質監視棟、門扉、フェンス 
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(2) し尿・汚泥処理実施計画 

 ア 収集･運搬計画 

区   域 種  類 収 集 運 搬 業 者 

村内全域 
し尿 二戸地区広域行政事務組合（委託） 

浄化槽汚泥 二戸地区広域行政事務組合（許可） 

 

 イ 中間処理計画 

 ①処理施設の概要 

名  称  二戸地区広域行政事務組合 二戸地区衛生センター 

所 在 地  二戸市下斗米字細越２０－１ 

処 理 方 式 

及    び 

処 理 能 力 

 高負荷脱窒素+高度処理 

 １１２kl／日 

  

②搬入される廃棄物の種類別の内訳量（令和６年度見込み） 

搬 入 者 種   類 廃棄物の量（ｋｌ） 年度比 

二戸地区広域行政

事務組合（委託） 
し    尿  １，６４０ ９９．９％ 

二戸地区広域行政

事務組合（許可） 
浄化槽汚泥   ６２５ ９９．8％ 

 

③残渣の量及び処分方法（令和６年度見込み） 

種   類 残渣の量 処分の方法 

し 渣 
２００ ｔ 

焼却 

(二戸地区クリーンセンター) 汚 泥 
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別紙 

 

いわて第 2 クリーンセンター 一般廃棄物処分業 許可種別一覧表 

 

番号 区     分 内     容 

１ 一般廃棄物と産業廃棄物の混合物 事業所からの紙オムツ等 

２※ 草・木類 ①建設廃材以外の木くず 

②道路等の維持管理による草木類 

３※ 紙くず ①リサイクルできない段ボール 

②機密書類（官公庁、銀行等） 

４※ 火災廃棄物 火災に伴って発生した一般廃棄物 

 

※ 二戸地区クリーンセンターでは、1日搬入限度数量 200Kg（軽トラック 1台程度）とし受け入れ

る。 


